
【資料５】 

 

交野市地域福祉計画推進審議会部会設置規則 

  

（趣旨）  

第１条 この規則は、交野市地域福祉計画推進審議会条例（平成２５年条例第８号）第６

条第４項の規定に基づき、交野市地域福祉計画推進審議会（以下「審議会」という。）

の部会設置に関し、必要な事項を定めるものとする。  

（部会の設置等）  

第２条 審議会に、福祉分野の総合的な推進に係る方策に関し、具体的な施策等を検討す

るため、部会を設置することができる。  

２ 部会の名称及び所管事務は、別表のとおりとする。  

（部会の組織）  

第３条 部会は、審議会に属する委員（以下「委員」という。）から審議会の会長が指名

する委員１０人以内をもって組織する。  

（部会長及び副部会長）  

第４条 部会に部会長及び副部会長各１名を置き、部会に属する委員の互選により定める。 

２ 部会長は、会務を総理し、部会を代表する。  

３ 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるとき又は部会長が欠けたときは、そ

の職務を代理する。  

（会議）  

第５条 部会は、部会長が招集する。  

２ 部会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。  

３ 部会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、部会長の決する

ところによる。  

４ 部会長は、部会における審議の経過及び結果を審議会に報告しなければならない。  

５ 部会長は、必要があると認めたときは、委員以外の者を部会に出席させて意見を述べ

させることができる。  



（委任）  

第６条 この規則に定めるもののほか、部会の運営に関し必要な事項は部会長が定める。  

附 則  

この規則は、公布の日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表（第２条関係） 

名     称 所   管   事   務 

外出支援施策検討部会 

 次に掲げる事項に関する検討 

（１）高齢者等外出困難者に関する事項 

（２）既存の外出支援施策に関する事項 

（３）新たな外出支援施策の方策に関する事項 

（４）その他外出支援の充実に必要な事項に関する事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



交野市地域福祉計画推進審議会部会設置規則案 

交野市地域福祉計画推進審議会部会設置規則 

  

（趣旨）  

第１条 この規則は、交野市地域福祉計画推進審議会条例（平成２５年条例第８号）第６

条第４項の規定に基づき、交野市地域福祉計画推進審議会（以下「審議会」という。）

の部会設置に関し、必要な事項を定めるものとする。  

（部会の設置等）  

第２条 審議会に、福祉分野の総合的な推進に係る方策に関し、具体的な施策等を検討す

るため、部会を設置することができる。  

２ 部会の名称及び所管事務は、別表のとおりとする。  

（部会の組織）  

第３条 部会は、審議会に属する委員（以下「委員」という。）から審議会の会長が指名

する委員１０人以内をもって組織する。  

（部会長及び副部会長）  

第４条 部会に部会長及び副部会長各１名を置き、部会に属する委員の互選により定める。 

２ 部会長は、会務を総理し、部会を代表する。  

３ 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるとき又は部会長が欠けたときは、そ

の職務を代理する。  

（会議）  

第５条 部会は、部会長が招集する。  

２ 部会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。  

３ 部会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、部会長の決する

ところによる。  

４ 部会長は、部会における審議の経過及び結果を審議会に報告しなければならない。  

５ 部会長は、必要があると認めたときは、委員以外の者を部会に出席させて意見を述べ

させることができる。  

（委任）  

第６条 この規則に定めるもののほか、部会の運営に関し必要な事項は部会長が定める。  



附 則  

この規則は、公布の日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表（第２条関係） 

名     称 所   管   事   務 

外出支援施策検討部会 

 次に掲げる事項に関する検討 

（１）高齢者等外出困難者に関する事項 

（２）既存の外出支援施策に関する事項 

（３）新たな外出支援施策の方策に関する事項 

（４）その他外出支援の充実に必要な事項に関する事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


